
 

第９回静岡県新型コロナウイルス感染症対策専門家会議 

 

日時：令和３年１月８日（金）18時 

場所：ＷＥＢ会議（県庁別館5Ｆ） 

 

 

１ 開 会 

 

 

２ 議 事 

  

報 告 事 項  

（１）新型コロナウイルス感染症者発生・入院等の状況について 

    （令和3年1月5日時点） 

 

協議事項 

（２）１都３県の緊急事態宣言発令をうけての本県の対応について 

 

報 告 事 項  

（３）新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保について 

   

 

３ 閉 会 

 



静岡県新型コロナウイルス感染症対策専門家会議 
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静岡県新型コロナウイルス感染症対策専門家会議設置要綱 
 
 
（趣旨） 
第１条 静岡県新型コロナウイルス感染症対策本部に対し、感染症の拡大を防

止するとともに、患者の重症度に応じた医療体制の確保に関する適切な助言等

を行うため、静岡県新型コロナウイルス感染症対策専門家会議を設置する。 
 
（協議事項） 
第２条 会議では、次の各号に掲げる事項を協議する。 
（1）新型コロナウイルス感染症に対する県の対策に関する専門的助言 
（2）県内医療機関等への専門的助言 
（3）新型コロナウイルス感染症対策本部への提言・情報提供 
 
（座長及び委員） 
第３条 会議に、座長及び委員を置く。 
２ 委員は、学識経験を有する者のうちから知事が就任を依頼する。 
３ 座長は、委員の互選により選任する。 
  
（会議） 
第４条 会議は、座長が招集し、会議の議長となる。 
２ 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることが

できる。 
 
（庶務） 
第５条 会議の庶務は、静岡県健康福祉部医療局疾病対策課において処理する。 
 
（その他） 
第６条 この要綱に定めるもののほか，会議の運営に関し必要な事項は、座長

が定める。 
 
附 則 
この要綱は、令和２年５月５日から施行する。 



静岡県の
新型コロナウイルス感染症者

発生・入院等の状況
（2021年1月6日時点）
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政府の基本的対処方針の変更内容（１月７日変更） 

 

（１）緊急事態宣言に基づく特定都道府県の取組 
 

対象地域 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県（首都圏１都３県） 

期 間 令和３年１月８日（金）～２月７日（日）（１ヶ月間） 

主な措置 

○住民に不要不急の外出・移動の自粛を要請、 

特に 20 時以降の不要不急の外出自粛を徹底 

 ※自粛の対象外となる外出は、医療機関への通院、食料・医薬品・

生活必需品の買い出し、必要な職場への通勤、屋外での運動や散

歩など、生活や健康の維持に必要なもの 
 
○飲食店に 20 時までの営業時間短縮（酒類提供 11～19 時）を要請 

 ※要請に応じない飲食店は店名公表、営業時間短縮の「指示」 

 ※都県が飲食店に支払う協力金を１日４→６万円に増額 
 
○飲食店以外の他の特措法施行令第 11 条に規定する施設（※下記の

とおり、学校、保育所等別途通知施設を除く）に、20 時までの営

業時間短縮（酒類提供 11～19 時）を働きかけ 

 ※遊興施設、劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、

展示場、物品販売業を営む店舗（1,000 平方メートル超）、ホテ

ル又は旅館（集会の用に供する部分に限る）、運動施設又は遊技

場及び博物館、美術館又は図書館、サービス業を営む店舗（1,000

平方メートル超）                      
 
○テレワークやローテーション勤務推進で出勤者数７割程度の削減 

 ※20 時以降の勤務を抑制、出勤時の時差出勤や自転車通勤を推進 
 
○イベントの人数上限 5,000 人かつ収容率 50％以下に厳格化 
 
○学校設置者や大学等に一律に臨時休業を求めず、感染防止策徹底を

要請、感染リスクの高い部活動は制限、入試は予定通り実施 
 
○保育所や放課後児童クラブ等は原則開所を要請 

解除基準 感染状況「ステージ３（感染急増）」相当で視野 

 

（２）その他の都道府県の取組 
 

①持続的な感染防止対策の徹底 
   
②感染状況の継続的監視、変化があった場合の住民への情報提供・警戒呼びかけ
   
③国分科会提言（８月７日）に基づき各ステージで構ずべき施策の速やかな実施、

政府との迅速な情報共有 

 

資料２
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【知事発表要旨】 

令和３年１月８日（金）11：00 知事臨時記者会見 

 
静岡県新型コロナウイルス感染症対策本部  

 
首都圏への緊急事態宣言発出を踏まえた 

県民の皆様へのメッセージ 

 
○ 昨日、菅総理大臣から、東京都をはじめとする首都圏１都３県に、本

日から２月７日までの１ヶ月間、緊急事態宣言を発出するとの発表が

ありました。１月５日の政府分科会の尾身会長の発言では、現在の首

都圏の感染状況は、「ステージⅣ（爆発的感染拡大相当）」との見解で

あり、宣言に基づく取組を徹底して感染拡大を抑制することは、我が

国全体の喫緊の最重要課題と言えます。  
 
（パネル①本県の直近の感染状況）  

○ 本県の感染状況は、11 月下旬に、感染者数が人口 10 万人あたり 11 人

程度まで増加しましたが、県民の皆様の御協力、御尽力のお陰で、昨

年末に５人台まで減少いたしました。しかし、年末年始を挟んだ感染

者の急増で、１月６日には、過去最多と同じ 87 人、昨日７日は 82 人

の感染者が発生しました。この２日間の感染状況がこのまま続いた場

合、1 週間で人口 10 万人あたり 16 人台、国の感染警戒区分「ステージ

Ⅲ」に相当する数値となると見込まれます。この感染状況は、強い危

機感を持って受け止めています。  
 

○ 特に、県東部地域は、同様に換算すると 10 万人あたり 22 人台と見込

まれ、「ステージⅣ」の 25 人に近づいています。県東部地域は首都圏

に隣接し、日頃から首都圏への通勤や交流が活発なことから、経路不

明の感染者が家庭内感染を広げる首都圏型の感染傾向が見られ、首都

圏の爆発的感染拡大の影響を受けていると考えられます。ここで感染

拡大を食い止めなければ、首都圏と同様の状況に陥る危険があります。 
 
 ○  国の緊急事態宣言は、ステージⅣをステージⅢに早期に戻すことを目

標としています。本県の場合は現時点ではステージⅣの状態ではない

ので、緊急事態宣言の発令を要請する段階にはありません。しかし、

東部地域では、このままでは、ステージⅣの水準に至る恐れがあるこ

と、ステージⅣの地域に隣接・近接していることを考慮する必要があ

ります。したがって、緊急事態宣言が発出された１都３県の取組を踏

まえた対策が必要です。  
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（パネル②県境を跨ぐ行動制限）  
○ 目に見えないウイルスがまん延している現況では、人が移動すること

自体が高いリスクであることを強く認識していただくことが重要です。 
県民の皆様には、今までの３密を作らないというような感染防止対策

を継続するだけではなく、一段と高い感染防止対策をお願いします。

具体的には、感染拡大地域には極力移動しない、不要不急の外出を控

えるなど、他者との接触機会を下げることにより、抜本的なリスクの

回避が重要です。２月７日までの１ヶ月間は、東京など１都３県への

不要不急の往来は徹底して避けていただくようお願いします。不要不

急とは単なる必要か否かではなく、移動するしか方法がないのか、今

でなければいけないのか、ということです。  
１都３県においては、テレワークやローテーション勤務の徹底など、

出勤者数の７割削減が企業に要請されています。静岡県から県境を越

えて通勤されている皆様には、７割削減の実践をお願いします。 

 

○ この度、国から示された基本的対処方針におきましても、様々な飲食

の機会が感染リスクの高い場との専門家の指摘を踏まえ、１都３県に

おいては、飲食店の 20 時までの営業時間短縮やそれ以降の外出自粛要

請等が打ち出されております。本県におきましても、感染防止の観点

から、飲食は、引き続き、同居の御家族や極力４人以下での少人数で

飛沫が飛ばないように努めていただきますようお願いいたします。 

 

○ 国のＧｏＴｏイート事業につきましては、本県では、新規の発行の休

止と、１月 11 日までの間、既にお持ちの食事券やポイントによるお支

払いについて、利用の自粛をお願いしてまいりましたが、今回の緊急

事態宣言の発出を受け、その終了予定期日である２月７日まで延長い

たします。食事券等の有効期限は延長する予定ですので、引き続き、

利用の自粛に御協力をお願いいたします。 

 

○ また、国のＧｏＴｏトラベル事業について、利用停止期間が延長され

ます。県が実施している宿泊促進事業についても、すでに利用停止と

されていますが、感染拡大防止の観点から、１月 31 日の事業期間終了

を待たず、本日１月８日をもって、宿泊促進事業は中止させていただ

きます。 

 本事業を活用して、県内宿泊施設の御利用を予定していた県民の皆

様、万全の感染対策を実施して、お客様をお待ちしていた県内観光産

業の方々には、御不便をおかけいたしますが、感染拡大防止のため、

何卒御協力をお願いいたします。 
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○ 店舗等におかれましては、引き続き、各業種組合のガイドライン等に

より、感染防止対策を徹底してください。首都圏など感染拡大地域か

らの来訪の可能性がある店舗等におかれましては、顧客へのマスクの

着用、大声での会話の自粛の呼び掛けなどの感染防止対策と併せて、

来店者名簿作成の徹底、接触確認アプリＣＯＣＯＡのインストールの

呼び掛けなど、感染拡大防止に繋げる取組もお願いいたします。  
 

○ 新型コロナウイルスに感染された方々や、治療に懸命に対応されてい

る医療従事者の方々への、心無い誹謗中傷や差別的対応が、未だに見

受けられます。このようなことが、これ以上続きますと、特に疲弊が

続く看護師など医療従事者の離職も危惧されます。今後とも、このよ

うな非人道的な行為が決して行われることがないよう、改めて、全て

の県民の皆様にお願いいたします。  
 

○ 医療提供体制につきましては、医療関係者の御尽力により、確保病床

数が 11 月下旬から 80 床程度増加いたしましたが、１週間平均の病床

利用率が 40％程度に高止まりするなど、引き続き病床はひっ迫してお

ります。とりわけ東部では 60％を超えており、県では、医療提供体制

の確保に向け、必要病床の確保、軽症者・無症状者の宿泊療養施設や

自宅での療養の促進、感染性のなくなった患者の後方病院や福祉施設

での受入れなどの対策など、引き続き必要な取組を推進してまいりま

す。  
 

○ また、抗原定量検査を積極的に実施してまいります。特定の施設や特

定の地区において感染が集中的に発生した場合には、迅速かつ広範な

検査を行い、感染拡大防止に努めてまいります。県では、今後とも感

染拡大防止と医療提供体制の確保に全力で取り組んでまいりますので、

県民の皆様には、引き続き、感染防止に高い意識をお持ちいただき、

対策を継続してくださるよう改めて強くお願い申し上げます。  
 
○ 最後に、緊急事態宣言の発出や感染の長期化により、生業で大きな影

響を受けたり、多大なストレスや損失を被るなど、心身ともに疲労し、

心を痛めている方も多いかと存じます。県といたしましては、感染状

況が落ち着いてきた段階で、県民の皆様を対象とした県内観光を促す

取組などを実施するとともに、国の事業も活用して、観光業や飲食業

などの方々への支援に取り組んでまいります。感染爆発の恐れがある

この危機を、何とか共に乗り越えてまいりましょう。  
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静岡県新型コロナウイルス感染症医療専門家会議（第１回）からの提言 

 

 

10 月末より新型コロナ患者数が急速に著しく増加したこと、高齢者の患者が増加

したことを受け、県内の新型コロナ受入病床の状況は非常に厳しいものとなってい

ます。 

受入医療機関からの声として、認知症などケアの負担が大きい患者の割合が増え

たため人手不足が生じていること、院内感染発生時の世間からの厳しい目がつらい

こと、感染性が無くなっても新型コロナ罹患者ということで他施設への転院ができ

ないことなどがあがっています。 

現在、県全体の病床利用率が 50％を超えており、地域によっては 80％に達してい

るところもあり、国の感染状況のステージⅢ相当であるという意見もあります。 

新型コロナの患者が重症となると通常の数倍の看護師の配置が必要となります。

人口あたりの医療者の数が少ない本県の状況では、感染者数が今後さらに増加する

と県内の医療機関では重症患者への対応ができなくなるおそれがあります。 

このような医療の現場の状況を踏まえて、12 月２日開催の第１回県医療専門家会

議での意見を提言として以下にまとめました。 

 

1. 新型コロナ患者受入医療機関の拡大及び更なる病床確保 

2. 新型コロナ患者受入医療機関の機能分担（軽症・中等症・重症患者、認知症

合併等） 

3. 高齢者や基礎疾患のある新型コロナ患者でも、無症状や軽症で医師が入院の

必要が無いと判断した場合は、ホテルや自宅での療養を実施 

4. 感染性が無くなった新型コロナ患者の後方病院や介護施設等での受入推進 

5. 新型コロナ患者受入医療機関への人的支援（特に看護師）の推進 

6. 院内感染が発生した医療機関の診療機能を周辺医療機関で代替 

7. 感染者が発生した医療機関や福祉施設へのＤＭＡＴおよび感染対策チーム早

期派遣体制の構築 

8. 福祉施設で新型コロナ患者が発生した場合の従事者の支援体制の整備 

9.福祉施設でクラスターが発生した際の医療スタッフ派遣による施設内療養の

体制整備 

10.自宅療養者が症状悪化した場合の診療体制の確保 

11.自宅療養者の増加による保健所の健康チェックの負担軽減策 

 

 新型コロナウイルス感染症の重症者を適切に治療し救命するためには、これ以上

の感染拡大を防ぐことがもっとも重要ですので、県民の皆様には感染対策のさらな

る徹底をお願いします。 
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                                令和３年１月８日 
 
新型コロナウイルス感染症対策について(令和 2年 12月以降) 

 

 

１ 医療機関への財政的な支援について 

（１）新型コロナウイルス感染症患者等の入院受入医療機関への緊急支援事業 
   （国による直接執行） 
 
（２）新型コロナウイルス感染症重症患者受入推進事業 

（県による単独事業） 

 

２ 医療提供体制への支援について 

（１）感染性が無くなった新型コロナウイルス感染症患者の受入れについて 
●12月16日 県医師会・病院協会、12月24日、日本慢性期医療協会員へ通知 

 
（２）新型コロナウイルス感染症の対応にあたる看護職員の確保について 

●12月24日 看護師の配置基準における診療報酬上の臨時的な取扱いを 

 県医師会・病院協会・看護協会へ通知 
 
（３） 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う他圏域からの患者受入について 

●12月25日 県と病院協会連名で、他圏域から患者受入協力を要請 
 

３ 宿泊療養・自宅療養の利用について 

（１）新型コロナウイルス感染症における宿泊療養及び自宅療養について 

●12月28日 宿泊療養及び自宅療養の基準を入院患者受入医療機関へ通知 
 
（２）宿泊療養施設の利用及び入院措置の対象について通知 

●12月16日 宿泊療養及び自宅療養の利用要請を入院患者受入医療機関へ

通知 
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新型コロナウイルス感染症患者等の⼊院受⼊医療機関への緊急⽀援事業

感染者の急増により、患者の受⼊病床を割り当てられた医療機関に対して、医療従事者を
⽀援し受⼊体制を強化

都道府県が、国に申請（県から国へは申請済み）
申請時点で医療機関の確保病床の病床使用率が25％以上であること

① 重症者病床数×1,500万円
② その他病床数×450万円
③ 協力医療機関の疑い患者病床数×450万円

② 院内等での感染拡大防止等に要する費用（補助基準額の1/3）
　　消毒･清掃･リネン交換等委託、感染性廃棄物処理、個人防護具購入等

令和2年12月25日から令和3年2月28日まで

申請日に各区分ごと25％超えている
例　1/15　重症30％ 　→　○
　　　　　その他15%　→　×

① 新型コロナ対応を行う医療従事者の人件費（補助基準額の2/3）
　　新型コロナ対応手当、新規職員雇用にかかる人件費等、処遇改善・人員確保を図る

各区分とも有利な日で申請

１　対象医療機関

２　補助基準額

４　申請期限

３　対象経費
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医 疾 第 1 5 3 3 号 

令和３年１月６日 

 

 各医療機関 管理者 様 

 

静岡県健康福祉部医療局疾病対策課長  

 

新型コロナウイルス感染症重症患者受入推進事業に係る事業計画書の提出について 

 

 新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱及び新型コロナウイルス感染症重症患

者受入推進事業実施要綱に基づき、下記のとおり新型コロナウイルス感染症重症患者受入推進

事業を実施します。 

 つきましては、本事業の実施を希望する医療機関は、下記により事業計画書を提出してくだ

さい。 

なお、本事業は12月23日以降を対象としており、既に履行された事業についても、知事が

必要と認めた場合は補助の対象とします。 

また、重症患者受入れの場合には、県に提出する報告票において、重症患者受入状況（重症

管理となった日、ECMOの使用状況等）を報告くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 対象事業（新型コロナウイルス感染症重症患者受入推進事業）について 

（１）目的 

新型コロナウイルス感染症重症患者を受け入れる病院を支援し、県内の重症患者用病床

の確保を図る。 

（２）補助対象 

   新型コロナウイルス感染症重症患者（人工呼吸器による治療を行う患者又は体外式膜型

人工廃による治療を行った患者に限る）を受け入れた医療機関 

（３）事業実施期間（第１期） 

令和２年12月23日から令和２年12月31日まで 

（４）内容 

   新型コロナウイルス感染症重症患者の受入実績に応じ、支援金を給付する。 

（５）事業区分及び基準額 

１ 事業の区分 ２ 対象者 ３ 基準額 

新型コロナウイル

ス感染症重症患者

受入推進事業 

新型コロナウイルス感染症の重症患

者（人工呼吸器又は体外式膜型人工肺

による治療を行った患者に限る。）を

受け入れた医療機関 

次により算出された額の合計額 

 

二次保健医療圏域内から患者を受け入れた場合 

(1)  人工呼吸器による治療を行った期間 

患者１人１日当たり100,000円×日数 

(2)  体外式膜型人工肺による治療を行った期間 

患者１人１日当たり200,000円×日数 
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二次保健医療圏域外から患者を受け入れた場合 

(1)  人工呼吸器による治療を行った期間 

患者１人１日当たり150,000円×日数 

(2)  体外式膜型人工肺による治療を行った期間 

患者１人１日当たり250,000円×日数 

 

※ 二次保健医療圏域 

 圏域名 市町名 

賀茂 下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町 

熱海伊東 熱海市、伊東市 

駿東田方 沼津市、三島市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、御殿場市、 

函南町、清水町、長泉町、小山町 

富士 富士市、富士宮市 

静岡 静岡市 

志太榛原 島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町 

中東遠 磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市、菊川市、森町 

西部 浜松市、湖西市 

 

 

２ 事業計画書の様式について 

別紙に重症患者受入れを証明する資料（人工呼吸器管理又は、体外式膜型人工肺管理の状

況がわかるもの）を添付する。 

 

３ 事業計画書の提出について 

  事業計画書及び添付書類を、令和３年１月13日（水）までに、以下あてメールにて 

御提出ください。 

  〒420-8601 

  静岡市葵区追手町９－６ 静岡県新型コロナウイルス感染症対策チーム 

病床確保・広域調整班 

  E-mail: taisaku-byoushoukakuho@pref.shizuoka.lg.jp 

 

 

担当 病床確保・広域調整班 

     電話 054-221-2402     

 

10



医 疾 第 1 3 9 0 号  

令和２年 12 月 16 日  

  
 一般社団法人 静岡県医師会会長  様 

公益社団法人静岡県病院協会会長 様 

 

 

静岡県健康福祉部長  

 

 

感染性が無くなった新型コロナウイルス感染症元患者の受入れについて 

 

 日ごろ、本県の健康福祉行政の推進について、御理解と御協力をいただき厚くお

礼申し上げます。 

さて、10 月末より新型コロナ患者数が急速に著しく増加したことを受け、県内の

新型コロナ受入病床の状況は非常に厳しいものとなっています。これを受け、12 月

2日に開催された第1回静岡県新型コロナウイルス感染症医療専門家会議において、

「感染性が無くなった新型コロナ患者の後方病院や介護施設等での受入推進」につ

いて提言がなされたところです。 

新型コロナの治療を終え感染性がなくなった患者が、リハビリテーション等の継

続のため、まだ入院を要する場合は、新型コロナ入院医療機関以外の地域の病院に

転院していただき、病床の確保に努める必要がありますので、御協力をお願いいた

したく、重ねて貴会会員等への周知をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 疾病対策課感染症対策班  

電話 0 5 4 - 2 2 1 - 2 9 8 6  
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医 疾 第 1 4 8 0 号  

令和２年 12 月 24 日  

  
各日本慢性期医療協会会員 様 

 

 

静岡県健康福祉部長  

 

 

感染性が無くなった新型コロナウイルス感染症患者の受入れについて 

 

 日ごろ、本県の健康福祉行政の推進について、御理解と御協力をいただき厚くお

礼申し上げます。 

さて、10 月末より新型コロナ患者数が急速に著しく増加したことを受け、県内の

新型コロナ受入病床の確保状況は非常に厳しいものとなっています。これを受け、

12月 2日に開催された第1回静岡県新型コロナウイルス感染症医療専門家会議にお

いて、「感染性が無くなった新型コロナ患者の後方病院や介護施設等での受入推進」

について提言がなされたところです。 

新型コロナウイルス感染症から回復し、感染性がなくなった患者が、引き続き他

の疾患の治療やリハビリテーション等の慢性期医療を要する場合は、貴院にて転院

を受入れていただくことで、新規発生の新型コロナウイルス感染症患者受入病床の

確保に御協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 疾病対策課感染症対策班  

電話 0 5 4 - 2 2 1 - 2 9 8 6  
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事 務 連 絡 

令和２年 12 月 24 日 

 

一般社団法人静岡県医師会  

公益社団法人静岡県病院協会 

公益社団法人静岡県看護協会  

 

静岡県健康福祉部疾病対策課 

 

新型コロナウイルス感染症の対応にあたる看護職員の確保について 

 

 日頃より、本県の健康福祉行政の推進について、御理解と御協力をいただき

厚くお礼申し上げます。 

 さて、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、病床の確保に加え、当該患者

の対応にあたる看護職員の確保が課題となっています。 

 既に、下記関連通知により示されているとおり、新型コロナウイルス感染症

患者等を受け入れたことにより届出している入院基本料の施設基準を満たさな

くなる場合であっても、一定の要件を満たす場合には、変更の届出が不要とな

り、引き続き既存の届出に基づく入院基本料により算定可能です。 

今般、参考資料を作成しましたので、改めて貴会会員に周知していただくと

ともに、医療提供体制の確保につきまして一層の御理解・御協力を賜りますよ

うお願いします。 

なお、診療報酬に係る取扱いについては、東海北陸厚生局静岡事務所にお問

合せください。 

 

記 

 
【関連通知】 

 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて 

（令和２年２月 14 日厚生労働省保険局医療課事務連絡） 

新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての医療機関、 

社会福祉施設等の対応について 

        （令和２年２月 28 日厚生労働省保険局ほか連名事務連絡） 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その８） 

（令和２年４月３日厚生労働省保険局医療課事務連絡） 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その 11） 

（令和２年４月 14 日厚生労働省保険局医療課事務連絡） 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その 26） 

（令和２年８月 31 日厚生労働省保険局医療課事務連絡） 

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて 

（令和２年３月５日保医発 0305 第２号厚生労働省保険局医療課

長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知） 

 

【問合せ先】 

 厚生労働省東海北陸厚生局静岡事務所  

 電話番号 ０５４－３５５－２０１５ 

 

担当 新型コロナウイルス感染症対策チーム 

   病床確保・広域調整班 

電話 054-221-2402 

御中 
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＜届出受理後の措置のイメージ＞ 

（医療法上の許可病床数が 100 床以上の病院において、７：１看護体制として届出をし

ている病棟の場合） 

○ 通常の取扱い 

・ 患者２８人の病棟において、１日当たりに勤務する看護師４人が基準となる。 

・ 看護師４人以上なら変更の届出不要 

・ 看護師３．６人以上４人未満の期間が暦月で１か月を超えない期間なら変更の届出不

要 

・ 看護師３．６人以上４人未満の期間が暦月で１か月を超えたら翌月中に変更の届出が

必要 

・ 看護師３．６人未満となったらその都度変更の届出が必要 

 

７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 

充足 不足 充足 不足 充足 不足 充足 

 

 

                          

７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 

充足 不足 不足 充足 充足 充足 充足 

 

 

 

 

      もともとの入院基本料が算定できる期間 

 

○ 臨時的な取扱い 

・ 患者２８人の病棟において、１日当たりに勤務する看護師４人が基準となる。 

・ 看護師４人以上なら変更の届出不要 

・ 看護師３．６人以上４人未満の期間が暦月で１か月を超えない期間なら変更の届出不

要 

※・看護師３．６人未満の一時的な変動があった場合においても、当分の間、変更の届

出を行わなくてもよいものとすること。 

（※医療法上の許可病床数が 100 床未満の病院の場合は、1か月を３か月と読み替える。） 

 

３．６人以上４人未満が連続して暦月で１か月を超えない＝届出不要 

８～９月に３．６人以上４人未満が連続＝10 月届出＝11 月から変更適用 

10 月に４人以上に回復＝翌月届出＝11 月に届出＝12 月から変更適用 
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医 疾 第 1493 号 

静 病 協 第 488 号 

令和２年 12 月 25 日 

 

 

各病院長 様 

 

 

 

静 岡 県 健 康 福 祉 部 長      

公益社団法人静岡県病院協会長 

 

 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う他圏域からの 

患者受入について（依頼） 

 

 

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、県内においては、患者クラスターの

発生等の事情により、新たに発生した新型コロナウイルス感染症陽性患者で、

入院が必要と判断された患者（特に、透析が必要な患者等）について、自圏域

での受入れが困難となっている事案が発生しております。 

 このような状況に鑑み、新型コロナウイルス感染症患者を受入れ又は受入れ

を表明している病院に対し、県より他圏域からの患者受入要請があった場合に

は、当該圏域からの受入について御協力をお願いいたします。 

また、新型コロナウイルス感染症患者の受入れにより、受入れ病院において

は救急等、一般の医療への影響が大きくなっております。現時点で受入を表明

していない病院におかれましては、今後とも新型コロナウイルス感染症患者の

受入について御検討いただくとともに、他圏域から一般の救急等患者の受入れ

について要請があった場合は、受入をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 新型コロナウイルス感染症対策チーム 

   病床確保・広域調整班 

電話 054-221-2402 

 

 15



医 疾 第 1 4 2 0 号  

令和２年 12 月 16 日  

  
 新型コロナウイルス感染症患者 

受入医療機関 様 

 

静岡県健康福祉部長  

 

新型コロナウイルス感染症における感染状況を踏まえた病床・宿泊療養施設の

利用及び入院措置の対象について 

 

 日ごろ、本県の健康福祉行政の推進について、御理解と御協力をいただき厚くお

礼申し上げます。 

さて令和２年 11 月 22 日付け事務連絡にて厚生労働省新型コロナウイルス感染症

対策推進本部から、別添のとおり通知がありました。 

当県においてもクラスターが発生し、地域によっては患者を受け入れる病床がひ

っ迫する状況が継続しております。 

このような状況を改善するため、県では病床確保や入院調整に最大限努力してい

るところですが、依然として病床がひっ迫しております。新型コロナ受入医療機関

におかれましては新型コロナ患者を診察した際に、医師が入院の必要性がないと判

断された場合は、患者及び所管の保健所と調整の上、宿泊療養又は自宅療養の利用

していただきますようお願いいたします。 

また、宿泊療養及び自宅療養中の患者の状態が悪化し、緊急的な対応が必要な場

合は、地域の受入医療機関等で診療していただきますよう重ねてお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 疾病対策課感染症対策班  

電話 0 5 4 - 2 2 1 - 2 9 8 6  
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